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大
人
初
心
者
水
泳
教
室

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎

（27）
２
７
４
７
）

時　
２
月
14
日
か
ら
３
月
21
日
ま
で
の
金

曜
日
午
後
１
時
～
２
時（
全
６
回
）

場　
Ｋケ

ー

．
Ｋケ

ー　
ＫコＯ
ＢバＡ
ＹヤＡ
Ｓ

シＨ
Ｉ　

 

あ
ず
ま
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド

対　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
の

18
歳
以
上
の
人

定　
20
人（
抽
選
）

￥　
３
２
０
円（
入
場
料
）

申　
２
月
７
日（
金
）午
後
１
時
か
ら
１
時

15
分
ま
で
に
本
人
が
直
接
Ｋ
．
Ｋ　
Ｋ
Ｏ

Ｂ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ　
あ
ず
ま
ウ
ォ
ー
タ
ー

ラ
ン
ド（
☎

（62）
９
９
６
６
）

※
申
し
込
み
時
間
終
了
後
に
そ
の
場
で
抽

選
を
行
い
ま
す

ス
ケ
ー
ト
教
室

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎

（27）
２
７
４
７
）

時　
２
月
３
日
か
ら
14
日
ま
で
の
月
・
水・

金
曜
日
午
後
６
時
30
分
～
８
時（
全
６
回
）

場　
伊
勢
崎
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー（
今
井

町
）

対　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
の

小
学
生
以
上
の
人

定　
30
人（
先
着
順
）

￥　
４
０
０
０
円（
貸
し
靴
代
な
ど
）

申　
１
月
14
日（
火
）か
ら
31
日（
金
）ま
で

に
参
加
料
を
添
え
て
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
へ

大
人
ピ
ラ
テ
ィ
ス
教
室

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎

（27）
２
７
４
７
）

時　
２
月
12
日
か
ら
３
月
19
日
ま
で
の
水

曜
日
午
前
10
時
30
分
～
11
時
20
分（
全
６

回
）

場　
Ｋケ

ー

．
Ｋケ

ー　
ＫコＯ
ＢバＡ
ＹヤＡ
Ｓ

シＨ
Ｉ　

あ
ず
ま
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド

対　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
の

18
歳
以
上
の
人

定　
15
人（
抽
選
）

￥　
１
５
０
円（
入
場
料
）

申　
２
月
５
日（
水
）午
後
２
時
か
ら
２
時

15
分
ま
で
に
本
人
が
直
接
Ｋ
．
Ｋ　
Ｋ
Ｏ

Ｂ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ　
あ
ず
ま
ウ
ォ
ー
タ
ー

ラ
ン
ド（
☎

（62）
９
９
６
６
）

※
申
し
込
み
時
間
終
了
後
に
そ
の
場
で
抽

選
を
行
い
ま
す

野
球
審
判
講
習
会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎

（27）
２
７
４
７
）

【
学
科
】

時　
１
月
25
日
・
２
月
１
日
・
８
日
の
土

曜
日
午
後
６
時
～
９
時（
全
３
回
）

場　
ア
イ
オ
ー
し
ん
き
ん
伊
勢
崎
ア
リ
ー

ナ（
市
民
体
育
館
）

※
２
月
１
日（
土
）は
市
役
所
東
館
５
階
第

１
会
議
室

【
実
技
】

時　
２
月
16
日（
日
）午
前
９
時
～
正
午

場　
伊
勢
崎
商
業
高
校（
波
志
江
町
）

対　
市
内
に
在
住
の
高
校
生
以
上
の
人

＊　
　
　
　
＊

い
ず
れ
も

￥　
無
料

申　
当
日
直
接
会
場
へ

問　
市
野
球
協
会（

０
９
０
ー
４
３
７

６
ー
７
４
６
５
・
須
田
）

農
林
業
セ
ン
サ
ス
統
計
調
査
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

情
報
政
策
課（
☎

（27）
２
７
１
０
）

　
農
林
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

２
月
１
日（
土
）を
調
査
期
日
と
し
て「
２

０
２
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
農
林
業
経
営

体
調
査
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。
県
知
事
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
調
査
員
が
直
接
訪
問
し
、

調
査
票
を
配
布
・
回
収
お
よ
び
質
問
を
行

う
も
の
で
す
。

　
調
査
の
結
果
は
、
農
業
の
担
い
手
に
対

す
る
経
営
所
得
安
定
対
策
や
地
域
資
源
の

保
全
管
理
政
策
な
ど
の
行
政
上
の
施
策
に

活
用
さ
れ
ま
す
。

　
調
査
の
内
容
は
厳
重
に
管
理
し
、
統
計

資
料
作
成
の
目
的
以
外
に
は
使
用
さ
れ
ま

せ
ん
。
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

調
査
対
象　
農
業
・
林
業
を
営
む
個
人
・

法
人
な
ど

調
査
項
目　
世
帯
の
状
況
、
農
地
・
山
林

の
面
積
、
農
産
物
の
生
産
・
販
売
状
況
な

ど薬
の
数
や
飲
み
合
わ
せ
に

注
意
し
ま
し
ょ
う

国
民
健
康
保
険
課（
☎

（27）
２
７
３
７
）

　
多
く
の
薬
を
服
用
し
て
い
る
た
め
に
、

副
作
用
を
起
こ
し
た
り
、
き
ち
ん
と
薬
が

飲
め
な
く
な
っ
た
り
し
て
い
る
状
態
を
ポ

リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
い
い
ま
す
。
ポ
リ
フ

ァ
ー
マ
シ
ー
を
防
ぐ
た
め
に
、
複
数
の
医

療
機
関
や
薬
局
を
利
用
し
て
い
る
場
合
で

も
お
薬
手
帳
を
一
冊
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
受
診
時
に
お
薬
手
帳
を
提
示
す
る

こ
と
で
、
医
師
や
薬
剤
師
が
薬
の
飲
み
す

ぎ
や
飲
み
合
わ
せ
を
確
認
で
き
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

狂
犬
病
予
防
注
射
を

受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う

環
境
政
策
課（
☎

（27）
２
７
３
３
）

　
生
後
91
日
以
降
の
犬
の
飼
い
主
に
は
、

年
１
回
、
飼
い
犬
に
狂
犬
病
予
防
注
射
を

受
け
さ
せ
る
こ
と
が
、
法
律
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
本
年
度
、
ま
だ
予
防
注

射
を
済
ま
せ
て
い
な
い
飼
い
主
は
、
必
ず

受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

※
市
役
所
で
行
う
本
年
度
の
集
合
注
射
は

終
了
し
た
た
め
、
動
物
病
院
な
ど
で
受
け

て
く
だ
さ
い

若
者
も
シ
ニ
ア
も
！

企
業
と
の
交
流
会 

in 

伊
勢
崎 

〜
企
業
と
の
出
会
い
と
就
職
相
談
〜

商
工
労
働
課（
☎

（27）
２
７
５
５
）

　
職
業
選
択
の
視
野
を
広
げ
る
た
め
の
地

元
企
業
と
の
交
流
会
で
す
。
希
望
者
は
交

流
会
終
了
後
に
就
労
相
談
も
受
け
ら
れ
ま

す
。

時　
２
月
６
日（
木
）❶
午
前
10
時
30
分
～

正
午
、
❷
午
後
１
時
30
分
～
３
時

場　
市
役
所
東
館
２
階
打
合
せ
室

対　
就
業
を
希
望
す
る
次
に
該
当
す
る
人

❶
＝
お
お
む
ね
40
代
前
半
ま
で
の
人

❷
＝
お
お
む
ね
40
代
後
半
以
上
の
人

定　
各
10
人（
先
着
順
）

￥　
無
料

申　
１
月
10
日（
金
）か
ら
２
月
４
日（
火
）

ま
で
に
電
話
で
群
馬
県
若
者
就
職
支
援
セ

ン
タ
ー（
☎
０
２
７
ー
３
３
０
ー
４
５
１

０
）へ

宝
く
じ
の
助
成
金
で

防
犯
カ
メ
ラ
を
整
備

行
政
課（
☎

（27）
２
７
０
２
）

　
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
を
財
源
と
す

る「
魅
力
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
」

を
利
用
し
て
、
八
斗
島
町
区
で
は
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
ま

し
た
。

市
消
防
団
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
更
新

消
防
本
部
総
務
課（
☎

（25）
３
５
１
１
）

　
市
で
は
、
消
防
団
に
配
備
し
て
い
る
消

防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
順
次
更
新
す
る
こ
と

に
よ
り
、
地
域
防
災
力
の
強
化
・
充
実
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
は
、
赤
堀
方
面
隊
第
５
分

団
に
配
備
す
る
車
両
を
更
新
し
ま
し
た
。

時…日時　場…場所　対…対象　定…定員　内…内容　￥…費用　持…持ち物　申…申し込み　問…問い合わせ　HP…ホームページ

お
知
ら
せ

ス
ポ
ー
ツ

イ
ン

時　２月２日（日）午前９時
　～午後５時
対 �　市内に在住または在勤・
　在学の人
申　当日直接会場へ
　※あずま総合運動公園テニスコートの利用
　はあずま運動施設管理事務所へ。境体育館
　の利用は境運動施設管理事務所へ

市民スポーツの日　施設の無料開放 場・問　
●�伊勢崎市マーキングウェイ庭球場＝華蔵寺公園運動施
設管理事務所（☎23−７０１５）
●�赤堀体育館、赤堀剣道場、あかぼり運動公園テニス場
＝赤堀運動施設管理事務所（☎62−１９3０）
●�あずま総合運動公園テニスコート＝あずま運動施設管
理事務所（☎62−７2７１）
●境体育館＝境運動施設管理事務所（☎７4−１１１3）

▲詳しくは
市HPへ

　都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都
市計画に関する事項を審議する都市計画審議会の委
員を募集します。会議は必要に応じて随時開催しま
す。報酬は市の条例によります。
委 嘱期間　４月１日（火）から令和９年３月3１日（水）
までの２年間

対�　応募時点で本市に住所があり市内に１年以上在
住している１8歳以上の人

定　４人
申　申込書に必要事項を記入の上、直接
　または郵送・ファクス・メールで都市
　計画課、または専用HPから申し込んでください
　�※申込書は、都市計画課、市民情報コーナー（市
役所・各支所）にあります。市HPからダウンロー
ドもできます
　�※申込書の内容を基に選考し、結果は書面で応募
者全員に通知します

宛 先　〒3７2−8５０１　（住所不要）　市役所都市計画
課、 23−０6０１、 tosikei@city.isesaki.lg.jp

締切日　１月3１日（金）必着

都市計画審議会の委員募集
問　都市計画課（☎2７−2７66）

▲専用HP

問　各担当課
　次の３つの計画案などについてのパブリ�
ックコメント手続の結果を、担当課、市民
情報コーナー（市役所・各支所）、市HPで公
表しています。

第３次伊勢崎市総合計画の序論、前期アク
ションプラン（素案）および伊勢崎市人口ビ
ジョン（素案）
担当課　企画調整課（☎2７−2７０７）

第４次伊勢崎市男女共同参画計画（案）
担当課　人権課（☎2７−2７3０）

第３次人権教育・啓発の推進に関する伊勢
崎市基本計画（案）
担当課　人権課（☎2７−2７3０）

パブリックコメント手続の
結果を公表しています


